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社会福祉施設の 整備について 

(1) 平成 I T 年度の社会福祉施設の 整備 

ア 三位一体改革に 伴う社会福祉施設整備費の 再編 

平成 1 7 年度における 社会福祉施設等の 整備については、 三位一体改革の 政 

府・与党合意 ( 平成 1 6 年 1 1 月 2 6 日 ) を踏まえ「社会福祉施設等施設整備 

費 補助負担金」を「補助負担金」と「交付金」に 再編することとし、 

①「高齢者関連施設 ( 一部の障害者関連施設 ( 補装具製作施設・ 盲導犬訓練 施 

設 、 点字図書館、 聴覚障害者情報提供施設 ) を含む ) 」については「地域 介 

護 ・福祉空間整備等交付金」 

②「児童関連施設」については「次世代育成支援対策施設整備交付金」 

を創設したところであ る。 

その他「障害者関連施設」、 「生活保護法に 基づく保護施設」、 「隣保館」 

や「ホームレス 自立支援センター」等については、 従来どおり「社会福祉施設 

整備費補助負担金」により 対応することとしている。 

( 参考 : 社会福祉施設整備費再編の 概要 ) 

0  社会福祉施設等施設整備費補助負担金 

平成 16 年度予算 (1,304 億円 ) 平成 17 年度予算 ( 案 ) 

地域 ノ             百上土間整備等 

高 齢 者 関 連 施 設 六 、 金 (866 ） 

次位、 育成 接対策 設 整備 
几董解消の緊急整備 令         金 167,   

社会福祉施設等施設整備 
障害者関連施設等 貫一会 101   

( 参考 ) 米印 (150 億円 ) を除いた予算額 
の合計 づ 1. 154 億円 

( 参考 ) 上記交付金及び 補助負担金の 
の合計 づ 1, ¥m4 億円 

一 1 一 



地域介護・福祉空間整備等交付金の 概要 

地域再生推進の 観点から、 全ての国民が 住み慣れた地域で 暮らし続けるこ 

とができるような 介護・福祉基盤を 整備していくため、 地方公共団体の 自主 

性や裁量性を 尊重した地域における 面的整備を総合的に 支援し、 施設種別ご 

との補助金を 一本化する交付金を 創設。 

《参考》 

「地域における 公的介護施設等の 計画的な整備等の 促進に関する 法律」 ( 「民間事業者 

による老後の 保健及び福祉のための 総合施設の整備の 促進に関する 法律」を「国の 補助金 

等の整理及び 合理化等に伴 う 国民健康保険法等の 一部を改正する 法律 ( 案 ) 」により改正 

予定。 ) に基づき、 市町村交付金及び 都道府県交付金 ( 「地域介護・ 福祉空間整備等交付 

金 」 ) を交付。 

次世代育成支援対策施設整備交付金の 概要 

国の基本政策であ る少子化対策を 先導し、 子育て支援サービスの 基盤整備 

を地域の自主性・ 創意工夫を生かしながら 支援するため、 待機児童解消や 児 

童 養護施設などの 小規模ケア化に 資するような 施設整備等を 重点的に支援す 

る交付金を創設。 

く 参考 ) 

「次世代育成支援対策推進法」 ( 「国の補助金等の 整理及び合理化等に 伴う国民健康保 

除法華の一部を 改正する法律 ( 案 ) 」により改正予定。 ) に基づき，市町村交付金及び 都 

道府県交付金 ( 「次世代育成支援対策施設整備交付金」 ) を交付。 

イ 交付金化に伴う 取扱い 

( ア ) 沖縄等の特例措置法による 取扱い 

社会福祉施設整備費においては、 沖縄や離島等における 特殊事情に鑑み、 

当該地域の福祉の 向上等を図るため、 各関係法令に 基づき国の負担、 補助 

割合の嵩上げを 行う等、 特別の措置が 講じられてきたところであ る。 
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これら特別措置についても 三位一体改革の 政府・与党合意において、 

「沖縄等特定地域において 講じられている 補助制度に係る 特別措置につい 

ては、 その趣旨を踏まえ 必要な措置を 講ずる」こととされていること 等を 

踏まえ、 交付金化後も 引き続き、 当該特別措置が 講じられるよう、 現在、 

各関係法令について 所要の改正を 行う等、 必要な手続きを 行っているとこ 

ろであ る。 

なお、 これらの特例措置法等における 取扱いたついては、 今後、 関係部 

居 より通知する 予定であ るので留意願いたい。 

( イ ) 災害復旧費の 取扱い 

天災等により 被災した社会福祉施設の 災害復旧については、 「社会福祉 

施設等災害復旧 費 補助金」により、 その復旧に要する 工事費等の補助を 行 

ってきたところであ るが、 従来どおり「社会福祉施設等災害復旧 費 補助 

金 」で対応することとしているのでご 承知おき願いたい。 

( ウ ) 継続事業の取扱い 

平成 1 6 年度以双から 平成 1 7 年度への継続事業 分 については、 各交付 

金の予算の中で 対応することとしているので 留意願いたい。 

なお、 これら取扱いたついては、 今後、 各部局より周知される 予定であ 

るのでご承知おき 願いたい。 

C 「 ) 老朽民間社会福祉施設の 改築 

社会福祉法人が 設置する社会福祉施設の 老朽化に伴 う 改築整備 ( 氏名 ) 

については、 従来、 社会・援護局 ( 福祉基盤 課 ) において取り 扱ってきた 

ところであ るが、 「社会福祉施設等施設整備費補助負担金」の 再編に伴い、 

社会福祉施設整備費の 対象施設については・ 各施設の所管部局 ( 担当課 ) 

により取り扱うこととしたので 了知願いたい。 

なお、 老朽化した施設の 改築は防災対策等に 非常に有効であ ることから、 

引き続き計画的な 整備を推進されるよう 配慮願いたい。 
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ウ 平成 1 7 年度予算額 ( 案 ) 

( ァ ) 施設整備費 

平成 1 7 年度の社会福祉施設整備費については、 交付金対象施設以覚の 

「障害者関連施設」や「保護施設」等の 整備を対象とすることとし、 これ 

ら 0 施設の整備の 着実な推進を 図るため 1 0 Ⅰ億円の予算額 ( 案 ) を計上 

している。 

( イ ) 設備整備費の 廃止 

社会福祉施設等設備整備費については、 平成 i   7 年度よりこれを 廃止す 

ることとしたので 了知願いたい。 

なお、 措置 費は ついては、 介護報酬、 支援費の資金使途を 考慮し、 可能 

な 限り使途制限の 緩和を図ったところであ る。 (1 0 頁参照 ) 

エ 国庫補助基準単価の 改定 

国庫補助基準単価については、 公共事業コスト 構造改革プロバラムや 建設 単 

価の動向等を 総合的に勘案し、 公立文教施設並びにより ム 3. 5% の単価改定 

を行 う こととしている。 ( 平成 1 7 年 2 月 1 0 日 社援基発第 0210001 号厚生労働 

当社会・援護局福祉基盤課長、 障害保健福祉部障害福祉課長通知参照 ) 

公共事業コスト 縮減は、 社会福祉施設においても 例外なく適用されることか 

ら 、 各地方公共団体はもちろんのこと、 社会福祉法人等に 対しても積極的な 取 

組みについて 指導願いたい。 

なお、 平成 1 6 年度新規事業 分 のうち、 平成 1 7 年度以降への 継続事業につ 

いては、 平成Ⅰ 7 年度以降の各年度の 基準単価を適用することとしているので、 

遺漏のないよう 留意願いた い 。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    
    
    
  ( 公共事業コスト 構造改革プロバラムの 概要》   
    
    

      1  考え方 
  
  
  

      公共工事の全てのプロセスをコストの 観点から見直すものであ り、 広く       

:  国 、 地方公共団体等が 行 う 公共事業全体を 念頭に置いて 策定するものであ : 

:  り 、 平成 1 5 年度から平成 1 9 年度までの 5 年間で、 平成 i 4 年度と比較し : 
  

      1 5% の総合コスト 縮減率を達成することを 目標。   
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ケハ土 ;2" 麗彊公雇暑億緩鐸弔轟丁融 男宮 ザ丁 コ祭 寡 喜色 彊乱晶 三日ズ皇基 螢瞑 ぽ海 ; 
:  造 改革に取組むよう 要請。   

  
    
    

具体的施策 3 
  
  
  

    (1) 事業の迅速化 
  
  

    
    

    
  
  
  
  

① 亨薯 嘗糞 り笹認妄轟篆 こら 窩竪 幕吏等の合意形成及び 各種手続きの 迅速化 i 
  ・簡素化   
    
    
  ②事業の重点化・ 集中化   
    
  

・事業の重点化・ 集中化による 社会資本の効率的整備の 推進 
  

    
    

    
    
    
  
  
  

③用地・補償の ・公共用地の 円滑化 適正かつ円滑な 取得のため、 地積調査の促進、 土地収用 : 
  法の積極的活用等   
    
    

  

      (2) 計画・設計から 管理までの各段階における 最適化 
  
  
  

    
    
    
  ・計画、 尹き ①計画・設てニ 十 暴 こ㌔写る規格等の 見直し、 設計基準の弾力的な 運用及び :   
  
  地域の実情にあ った規格など 現行の計画・ 設計の大胆な 見直し   
    
    
  ②汎用品の積極的仕様   
    
    
  ・ 資 機材、 部品等の汎用品の 使用を推進   
    
    
  ③新技術の活用   
    
  ・高品質、 低コストを実現する 新技術の開発と 活用 

  
    
    

    
    
  
  
  
  
  
    
  
  積極的な活用   
    
    
    
    
  
  
  

⑤管理の見直し ・低コストの 維持管理を実現するため、 地域住民等の 参画の促進、 1       
  T 等の新技術の 活用等ハード、 ソフト面からの 管理の最適化   
    
    

      (3) 調達の最適化 
  
  
  

    
    

    
  
  
  
      
      
  本 整備・管理手法を 導入し、 推進する   
    

    
    
    
  
  
  

②単価等の積算の ・積算業務の 省力化等を推進するとともに、 見直し 新たな入札契約方式への : 
  対応等を図ることを 目的とし、 現行の積算手法等を 見直す   
    
    

  
  
  

  
    
:  ころ       
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オ 平成 1 7 年度整備方針等 

平成 1 7 年度の整備方針については、 「平成 1 7 年度社会福祉施設等施設整 

備 費の国庫負担 ( 補助 ) に係る協議等について」 ( 平成 i 7 年 2 月 1 0 日 社援 

登第 0210013 号社会・援護局長通知 ) により各都道府県市あ て通知されたところ 

であ るが、 その概要は以下のとおりであ るので了知願いたい。 

なお、 本 補助金については、 平成 1 6 年度以双からの 継続事業への 対応も見 

込まれることから、 新規事業の採択は 極めて厳しい 状況にあ る。 

このため、 限られた財源を 効率的かっ有効に 活用する見地から、 整備計画 及 

び 事業内容等を 十分精査した 上で、 真に必要な施設の 整備に厳選されたい。 

併せて、 社会福祉施設の 整備に当たっては、 補助金の早期執行の 観点から 5 

月中には各都道府県市に 対して内示を 行うこととしているので、 各都道府県市 

においても、 内示後速やかな 着工ができるよう 事務手続きを 進められたい。 

また、 例年、 不十分な法人審査及び 資金計画等や 事業実施に当たっての 諸調 

整 が不十分等の 課題等を積み 残したまま国庫補助協議を 行ったことから、 内示 

が遅延した事例が 見受けられるので、 各都道府県市において 十分な審査を 行 う 

とともに法人事業者への 指導の登底を 図られた い 。   
    
    
    
  ( 平成 1 7 年度整備方針》   
    
    
    
    

; ェ 障害者関連施設については、 予定されている 制度改正を踏まえた、 真 ; 
    
    
:  に必要なものについて 整備を推進する。   

  
    
    

: 2  施設の耐震化を 促進する等、 施設入所者等の 安全性を確保する 観点か : 
    

      ら 、 建設後の経過年数及び 老朽度を重視した 老朽施設の改築、 大規模 修       
    

      繕 等の整備を推進する。 
  
  
  

    

      3  以上のほか、 原則として次のものを 優先的に整備する。 
  
  
  

    
    
  
    既存の社会資源を 有効に活用する 観点から、 公立学校の余裕教室等 : 
    
    
    
  を デイサービスセンタ 一等へ転用するもの。   
    
    
  
      施設利用者に 対するサービス 提供にとどまらず、 広く地域に開かれ       
    

      た 在宅福祉の推進拠点としての 機能を果たすもの。 
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  特に都市部における 用地取得の困難性から 施設の高層化を 図るなど : 
  
    
  
  障害者等が利用する 社会福祉施設を 中心市街地等の 利用しやすい 場所 ; 
  
    
  
  に 整備を図るものや、 文教施設等の 利用も含めて 各種施設の合 薬 、 併 ;   
    
    
    
  設を行うもの。   
    
    

      過疎、 山村、 離島等において、 適切な入所者処遇と 効率的な施設 運 : 
  
    
    
  営 が確保できるもの。   
    
    
  
    地 すべり防止危険 か 所等危険区域に 所在する施設の 移転改築整備を         
    
    
    
  行うもの。   
    
  
  
    入所者等の精神的なゆとりと 安らぎのあ る生活環境づくりや 資源 循       
    
    
  
  環 型社会の構築に 寄与していくため、 施設の木造化、 内装等への木材 : 
  
    
    
  の 利用や木製品の 利用等その積極的な 活用を行 う もの。   
    
    
      

(2) 社会福祉施設の 木材利用の推進 

社会福祉施設における 木材利用の推進にあ たっては、 「社会福祉施設等におけ 

る木材利用の 推進について」 ( 平成 9 年 3 月 6 日 社援施 第 3 7 号厚生省大臣官房 

障害保健福祉部長、 社会・援護局長、 老人保健福祉局長、 児童家庭局長連名通 

知 ) により、 木材利用の積極的な 活用についてお 願いしてきたところであ るが、 

木材を利用した 施設の居住環境がもたらす 心理的・情緒的な 効果は極めて 効果的 

であ ることから、 施設構造としてはもちろんのこと、 内装や家具などの 備品にっ 

いても積極的な 活用が図られる よう 、 管内市町村及び 社会福祉法人等に 対して折 

に触れ周知願 い た い 。 

(3) 公立学校の余裕教室の 活用促進 

既存の社会資源を 有効に活用する 観点から、 公立学校の余裕教室等を 社会福祉 

施設へ転用する 場合に必要な 改修工事等に 要する経費については、 国庫補助及び 

交付金の対象としているので、 引き続きその 活用の促進を 図られたい。 

一 7 一 



(4) 社会福祉施設整備業務の 再点検 

平成 9 年 3 月 3 1 日に取りまとめた「施設整備事業等の 再点検のための 調査委 

員 会報告書」で 明らかにしたとおり、 

ア 補助金交付対象施設の 明確化 

イ 各都道府県市が 行う公共工事に 準じた契約手続 

ウ 一括下請負の 禁止などを補助金の 交付の条件とする 建設工事の適正化 等 

の 措置を講じ周知登底を 図っているところであ る。 

各都道府県市におかれては、 施設整備業務の 更なる再点検、 会議等での指導の 

徹底や未然防止策の 検討など再発防止対策に 万全を期されたい。 

なお、 これらの指導については、 交付金対象施設についても 同様であ るので 了 

知 願いたい。 

(5) シックハウス 症候群対策 

平成 i 4 年 7 月に建築基準法が 改正され、 平成 1 5 年 7 月以降竣工する 全ての 

建築物について、 

・ホルムアルデヒド 発散建築材料の 内装仕上げ材の 使用面積の制限 

・換気設備の 設置の義務付け 

・天井裏 等の制限 

・居室を有する 建築物でのクロルピリホ ス を 添 如した建材の 使用禁止 

といったシックハウス 症候群対策が 行われている。 

また、 「建築物における 衛生的環境の 確保に関する 法律施行令 第 2 条建築物 

環境衛生管理基準」において、 「特定建築物㏄ ， 000 ㎡以上のビル 等 ) 」における 

ホルムアルデヒドの 量について空気 一 立方メートルにつき 0. 1 ミリグラム以下 

に 規制されているところであ る。 

各都道府県市においては、 社会福祉施設の 整備に当たり 十分な養生期間や 乾燥 

期間を確保して、 ホルムアルデヒド、 トルエン、 キシレン及びパラジクロロベン 

ゼンが室内空気中化学物質の 室内濃度指針値以下であ ることを確認の 上引渡しを 

受けるよう引き 続き指導願いたい。 
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トルエン 2@ 6 0@n@g/m3@ (0.@ 0@ 7@ ppm) 

キシレン 8 7 0@ uig/m3@ (0.@ 2@ 0@ppm) 

ハ 。 ラシ。 クロロインセ。 ン 2  4  0  %  g/m  3  (0 ・ 0  4  P  pm) 

( 注 ) 1  1 0 0 0 ば g/m,  Ⅰ lmg/m3 ( 重量濃度 ) 
2  ( ) の数値は重量濃度を 気中濃度へ換算したもので・ 

その換算は 2 5C の場合であ る。 D DIIu は百万分の 1   
    

:  《参照通知等》   
  

    
  ・ 「室内空気中化学物質の 室内濃度指針値及び 標準的測定方法について」   
    
    
  ( 平成 1 2 年 6 月 3 0 日至 衛 登第 1093 号厚生省生活衛生局長通知 )   
      

(6) 平成 1 6 年度補正予算 

今年度は豪雨、 台風、 地震等の災害により、 多くの社会福祉施設等が 被災した 

こと等から、 平成 1 6 年度補正予算 ( 平成 1 7 年 2 月 1 日成立 ) において、 社会 

福祉施設等の 災害復旧のための 所要領並びに 入所者の安全確保のための 防災対策 

の 推進及び地域の 重要な防災拠点としての 社会福祉施設の 耐震化の促進を 図るた 

めの所要額を 計上している。 

本 補正予算に係る 整備事業については、 2 月 1 8 日付で内示を 行ったところ 

( 災害復旧除く。 ) であ るが、 交付申請及び 交付決定等の 手続については、 年度 

内に処理することが 必要であ ることから、 迅速な対応を 行 う とともに、 その事務 

手続きに遺漏のないよう 留意願いたい。 

なお、 やむを得ず平成 1 7 年度への繰越を 行 う 場合においては、 その事由を十 

分 に理解し、 事務手続きに 遺漏のないよう 留意願いたい。 
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2
 社会福祉施設の 運営について 

(1) 施設の役割と 適正な運営管理の 推進 

ア 社会福祉施設は、 利用者本位のサービスを 提供するため、 苦情処理の仕組み 

の 整備及び第姉者評価を 積極的に活用し 、 自らのサービスの 質 、 人材養成及び 

経営の効率化などについて 継続的な改善に 努めるとともに、 地域福祉サービス 

の 拠点としてその 公共性、 公益性を発揮することが 求められている。 

このため本来事業の 適正な実施に 加え、 施設機能の地域への 開放及び災害 時 

の要 援護者への支援などの 公益的取組が 推進されるよう 各都道府県市において 

は、 法人に対する 適切な指導をお 願いする。 

また、 事故防止対策について、 利用者一人一人の 特性を踏まえたより 質の高 

ぃ サービスの提供により、 多くの事故が 未然に回避されることが 徹底され、 施 

設 全体の取組として 危機管理が実施されるよ う 指導されたい。 

イ 社会福祉施設の 運営費の運用については、 運営費の不正使用など 不祥事によ 

り社会福祉施設に 対する国民の 信頼を損なうことがないよう 施設運営担当課と 

指導監査担当課で 連携を図り、 適正な施設運営について 引き続き指導願いたい。 

(2) 措置費の弾力的な 運用 

措置費の弾力的な 運用については、 規制改革・民間開放推進 3 ヵ年計画 ( 平成 

1 6 年 3 月 i 9 日閣議決定 ) の指摘及び社会保障審議会福祉部会意見書 ( 平成 

t 6 年 t 2 月 8 日 ) などを踏まえ、 社会福祉法人の 自主的・自律的な 経営を推進 

するため、 第二段階の見直しの 通知を i 同 2 8 日に発出したところであ る。 

第二段階の見直しは、 施設整備等積立金の 創設並びに双期末支払資金残高及び 

運用収入を同一法人が 運営する社会福祉事業や 事業規模が小さく 社会福祉事業を 

推進するために 社会福祉施設の 運営と一体的に 運営される公益的な 事業へ充当す 

る とを認めたところであ る。 (1 2 頁参考図参照 ) 
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  ( 措置費の弾力的な 運用の見直しの 概要 ( 全体 ) 》   
    
    
    
    

I ll 見直しの趣旨 
  
  

    

:  規制改革・民間開放推進 3 か 年計画 ( 平別 6 年 3 月 19 日間 翻定 ) 及び社会保障審議会福祉部 : 

;  会意見書 ( 平伽 6@2R8 日 ) を踏まえ、 適正な法人運営及び 施設運営が確保されているこ : 

;  とを前提に可能な 限り規制を緩和し、 もって社会福祉法人の 自主的・自律的な 経営 ; 

      を 推進する。 
  
  
  

    
Ⅱ 見直し内容   

  
    

Ⅰ Ⅰ 借入金の償還財源等の l 必要な資金を 確保するための 規制の緩和 
  
  

    
  
  (1) 福祉医療機構等の 償還に充当できる 範囲を民政費管理費加算公相当 : 
  
    
  (2%) から民政費加算 公 相当 (3 ～ 1 6%) に拡大   
    
    
    
  (2) 運用収入を施設経理区分で 生じた運用収入に 拡大   
    
法人全体の経営の 2 安定，充実のために 資金使途範囲を 拡大   

  
    
  
  (1) 施設整備等積立金を 創設し、 当該措置施設の 施設・設備の 整備・修繕、 増 : 
    
    
  改築に伴う土地取得、 備品の購入等に 対応   
    
  
  (2) 前期末支払資金残高及び 運用収入の使途範囲を 同一法人が運営する 社会福 : 
  
  
  祉 事業及び事業規模の 小さい公益的な 事業等の運営に 充当できることとし : 
  
    
  た 」。   
    

      3  所轄庁の事前協議等を 廃止し法人の 判断によりニーズに 適切に対応 
  
  
  

  
  
  (1) 積立金の積上限度額を 廃止し、 使途、 使用計画を作成の 上積立てできるこ       
    
    
  ととした。   
    
  
  (2) 前期末支払資金残高の 取崩しについて、 理事会の承認により 取崩しができ : 
    
    
  ることとした。   
    

; Ⅲ要件 
  
  
  

      1  適正な法人運営及び 施設運営が確保されていること。 
  
  
  

    
会計基準により 2 作成された計算書類が 公開されていること。   

  
    
:  3  苦情解決の仕組の 整備 傭丑類 )  . 対応の公表又は 第三者評価の 受 審 ・結果の公 : 
    
    
  表 が行われていること。   
        
    

: 《参照通知等》 
  
  

      「社会福祉法人が 経営する社会福祉施設における 運営費の運用及び 指導について」 : 
    の 一部改正について ( 平成 17 年 胡 28 日付属 児 秀策 Om28001 号 、 社 援 登第 0128001 号、 : 

  

          ・「社会福祉法人が 老発 0128001 号 ) 経営する社会福祉施設における 運営費の運用及び 指導について」       
    の 一部改正について ( 平成 17 年 胡 28 日付属 児福発 0128001 号、 社 援基 登第 0128001 : 
    号 、 障揮発 第 0128001 号、 老 計 登第 0128001 号 )   
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措置費の弾力的運用の 見直し ( 全体 ) 

( 施設経理区分 ) 

管理費 民政費 ( 管理費 

事 加算公相当 2%) 

業   運 ;- 

Ⅰ 費 人件費 民政費 ( 人件費 加         

見 
尊公相当 l Ⅱ 4%@  用 ; 務 

  
  Ⅱ 又 : 相 

し 
  

Ⅱ 入 @ ） 
号 ll   Ⅰ   

( 本部経理区分 ) 

同一法人が運営する 措置 費 
支弁対象施設等の 当該年度 
の施設整備等に 係る経費に 
充当 ( 償還 ) 

法人本部の運営に 要する経 
費に充当 

繰越金 ㎝ り 崩す ぼ は、 所轄 庁へ 協議 ) 

（
 u
 年
度
見
直
し
）
 

事 
業 
費 

  

管理費 良政費加算 分 

相当 (3 目 6%) 

運 
人件費 

用 

収 

同一法人が運営する 措置 費 
支弁対象施設等の 当該年度 
の施設整備等に 係る経費に 
充当 ( 償還 ) 

法人本部の運営に 要する経 
費に充当 

入 

す際は、 法人の自主的判断 ( 理事会の承認 い 

圧政費加算 
( 民放 費加 

3 Ⅱ 6 %) 

人件費 ( 本部経理区分 ) 

用 法人本部の運営費 
        

収 ・・ 

      
      Ⅰ ◆ 

・ ソ入 Ⅰ・ 
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(3) 社会福祉施設等の 感染症の予防対策等 

社会福祉施設等は 高齢者や乳幼児等体力の 弱 い 者が集団生活していることを 十 

公 認識の上、 インフルエンザやレジ オ ネラ 症 等の感染症に 対する適切な 予防対策 

を講じることが 極めて重要であ ることから、 下記の通知を 参考に衛生主管部局と 

も 連携しつつ、 管内社会福祉施設等に 対し適切な予防対策を 図るよう指導の 徹底 

をお願いする。 

特に感染性胃腸炎については、 「高齢者施設における 感染性胃腸炎の 発生・ま 

ん 延 防止策の登底について」 ( 胡 10 日付老健 局 計画課長通知 ) 等により、 社会福祉 

施設等における 感染性胃腸炎の 発生防止のための 措置や発生時の 市町村保健福祉 

部局や保健所への 連絡等の対応についてお 願いしたところであ るので留意 願 いた 

レ Ⅰ 0 

さらに、 「社会福祉施設等における 感染症等発生時に 係る報告について」 ( 平 

成 17 年 2 月 22 日付健康局長、 医薬食品局長、 雇用均等・児童家庭局長、 社会・援護 

局長、 老健局長連名通知 ) により、 感染症等の発生時に 係る施設長への 報告体制 

の 整備、 医師及び看護職員の 対応・地域の 医療機関等との 連携及び施設長が 市町 

村等や保健所に 報告すべき場合などについて 通知したところであ り、 社会福祉施 

設 等に対し迅速かつ 適切な対応が 図られるよう 指導願いたい。 

厚生労働省としてほ、 今後、 「高齢者介護施設における 感染管理の在り 方に関 

する研究」 ( 平成 16 年度厚生労働科学特別研究事業 ) において、 すべての時男 り 養 

護老人ホームを 対象として、 施設における 感染症対策の 実態についての 調査を行 

っ た上で本年度内を 目途として感染症対策マニュアルを 作成することとしている。   
    

: 《参照通知等 ) 
  
  

      「社会福祉施設等における 今冬のインフルエンザ 総合対策の推進について」 ( 平成 16 年 10 月 2 : 

    8 日事務連絡 ) 
  
  

:  別添 「インフルエンザ 施設肉感染予防の 手引き ( 平成 ¥6 年度版 ) 」等 
  
  

        「社会福祉施設等におけるレジ オネ、 ラ症 防止対策の登底について」 ( 平成 15 年 7 月 25 日 社援 : 
    基発 第 725001 号 )   

:  別添 「レジ オ ネラ症を予防するために 必要な措置に 関する技術上の 指針」 
  
  
  

      「社会福祉施設等における 衛生管理について」 ( 平成 15 年 12 月 12 日 社援基 第 1212001 号 )     
:  別添 「大量調理施設衛生管理マニュアル」   

  
    ・ 「高齢者施設における 感染性胃腸炎の 発生   まん 延 防止策の登底について」 ( 平成 17 年 胡 1     

:  0 日 考究 0110001 号 ) 
  
  

        ロ ウィルスに関する Q&A  ( 参考資料 1 24 頁参照 ) 
  
  

      「社会福祉施設等における 感染症発生時に 係る報告について」 
  
  

          健局長連名通知 ( 平成 17 年 2 月 22 ) 日健康局長、 医薬食品局長、 雇用均等・児童家庭局長・ 社会・援護局長、 老         
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また、 社会福祉施設等の 利用にあ たり、 ウィルス肝炎患者・ 感染者に対する 利 

用 制限、 偏見や差別を 防ぐ観点から、 衛生主管部局と 連携し社会福祉施設等に 対 

する正しい知識の 普及啓発を行い、 利用者等に対する 人権 上の配慮が適切に 行わ 

れるよ う 指導されたい。   
    
    
: 《参照通知等》   

  

      ・「当面のウィルス 肝炎対策に係る 体制の充実・ 整備等について」 
  
  
  

      ( 平成 13 年 4 月 24 日健康肩総務課長、 疾病対策課長、 結核感染症課長連名通知 ) 、 C 型       

:  肝炎について ( 一般的な Q&A)  O 平成 1 5 年 8 月 ) 
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